
令和６年度 公立学校における帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 実施体制 （相模原市教育委員会）

日本語指導が必要な児童生徒 日本語指導の
必要がない児童生徒

外国籍児童生徒の受入 教育委員会で日本語指導について説明・相談

別添

【課題】

対象児童生徒等
の編入時期が
様々であり、また
地域に散在して
いるため、学校
の中で日本語指
導等の支援が必
要である。

【実施事業の概要】

・講師を学校へ派
遣し、指導を実施。

・協力者を学校へ
派遣し、母語支援
を実施。

・協力者を派遣し、
保護者に対して通
訳を実施。

教室内での入り込
み指導による支援

教室外での個別指導
による支援

面談、教育相談等
における通訳

関係機関
さがみはら国際交流ラウンジ

かながわ国際交流財団
CEMLA 等

【成果と今後の課題】
❖本市において、日本語指導が必要な児童生徒は年々増加傾向にあるが、日本語指導講師や日本語指導等協力者の派遣による指導・
支援により、日本語能力の向上や学校生活の適応が図られている。

❖日本語がよく分からない、日本の生活がはじめて等の児童生徒が、講師からの日本語指導や協力者からの支援を受けることにより、
安心して学校生活を過ごしている。

❖対象児童生徒数の増加、また多様な母語や文化の違いによる問題など、一人ひとりの児童生徒の状況に合わせたきめ細かな支援を
行うことが課題である。
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講師の派遣
原則週１日３時間派
遣し、２コマ指導実
施。常駐の場合、指
導時数は学校と柔
軟的に計画・実施。

学期末には状況調
査票を作成。
（R６実績 ３８０６回）

協力者の派遣
原則週１日２時間の
派遣。
（R６実績 1129.5回）

協力者の通訳派遣
面談、教育相談など
で通訳を実施。
（R６実績 295時間）

日本語支援が
必要な保護者

学校と教育委員会で
情報等を共有

国際教室
担当教員

日本語
指導講師

日本語指導等
協力者

巡回 常駐
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